
徳
島
県
規
則
第
十
二
号

徳
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

徳
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
徳
島
県
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審

査
会
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
中
「
）
」
の
下
に
「
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
（
以
下
「
読
替
え

後
の
行
政
不
服
審
査
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
行
政
不
服
審
査
法
」
を
「
読
替

え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
行
政
不
服
審
査
法
」
及
び
「
同
法
」
を
「
読

替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
」
に
、
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め

、
同
条
第
五
号
中
「
行
政
不
服
審
査
法
」
を
「
読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
」
に
改
め
、
同
条
第
六

号
中
「
徳
島
県
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
、
「
徳
島
県
報
に
登
載
し
て
」
を
「
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
条

徳
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び
」
に

改
め
る
。

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改

め
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

削
除

第
十
四
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。


